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i n f o r m a t i o n

電
子
証
明
書
を
取
得
し
て
、

ｅ
‐
Ｔ
ａ
ｘ
を
利
用
し
ま
せ
ん
か
。

　

平
成
20
年
分
の
所
得
税
の
確
定
申
告
の
提

出
を
、
納
税
者
本
人
の
電
子
証
明
書
を
利
用

し
て
、
平
成
21
年
１
月
５
日
か
ら
３
月
16
日

ま
で
の
期
間
内
に
ｅ
‐
Ｔ
ａ
ｘ
（
国
税
電
子

申
告
・
納
税
シ
ス
テ
ム
）
で
行
う
場
合
、
所

得
税
額
か
ら
最
高
５
，
０
０
０
円
（
そ
の
年

分
の
所
得
税
額
を
限
度
と
し
ま
す
。）
の
控

除
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。（
平
成
19

年
分
の
確
定
申
告
で
、
こ
の
税
額
控
除
の
適

用
を
受
け
た
方
は
受
け
ら
れ
ま
せ
ん
。）

　

こ
の
ｅ
‐
Ｔ
ａ
ｘ
を
利
用
す
る
に
は
、
電

子
証
明
書
の
取
得
が
必
要
で
す
。
電
子
証
明

書
と
は
、
住
民
が
安
心
し
て
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
を
通
じ
て
国
や
地
方
の
行
政
機
関
が
行
う

電
子
申
請
・
届
出
等
の
行
政
サ
ー
ビ
ス
を
受

け
る
た
め
に
利
用
す
る
も
の
で
、
都
道
府
県
・

市
区
町
村
か
ら
は
個
人
向
け
に
「
公
的
個
人

認
証
サ
ー
ビ
ス
」
に
よ
る
電
子
証
明
書
が
発

行
さ
れ
て
い
ま
す
。

【
電
子
証
明
書
の
取
得
方
法
】

　

住
民
票
の
あ
る
市
区
町
村
の
窓
口
で
住
民

基
本
台
帳
カ
ー
ド
（
住
基
カ
ー
ド
）
を
入
手

し
、
申
請
書
等
を
提
出
し
て
取
得
で
き
ま
す
。

（
発
行
手
数
料
と
し
て
、
住
基
カ
ー
ド
は
平

成
23
年
３
月
31
日
ま
で
無
料
交
付
、
電
子
証

明
書
は
５
０
０
円
が
必
要
）
本
人
確
認
書
類

と
し
て
、
運
転
免
許
証
、
パ
ス
ポ
ー
ト
な
ど

の
官
公
署
が
発
行
し
た
写
真
付
き
の
証
明
書

を
ご
持
参
く
だ
さ
い
。

【
電
子
証
明
書
の
他
に
準
備
す
る
も
の
】

　
「
公
的
個
人
認
証
サ
ー
ビ
ス
」
の
電
子
証

明
書
は
住
基
カ
ー
ド
の
中
に
入
れ
ま
す
の

で
、
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
リ
ー
ダ
ラ
イ
タ
と
い
う
住

基
カ
ー
ド
の
情
報
を
読
み
取
る
た
め
の
装
置

を
ご
準
備
く
だ
さ
い
。

　

Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
リ
ー
ダ
ラ
イ
タ
は
家
電
量
販

店
や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
販
売
で
購
入
で
き
ま

す
。

　

住
基
カ
ー
ド
、
電
子
証
明
書
の
取
得
方
法

の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
市
民
課
ま
で
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

市
民
課

９
７
３
｜
３
２
０
２

後期高齢医療制度保険料のお支払い方法が変わります。

※２月２日までに手続きをされた方については、４月分より年金からのお支払いが停止されます。それ以降に手続
きをされた方については、６月以降の年金からのお支払いが停止されます。（手続きは随時行っていきます。）

【 注意事項 】
 qこれまでに口座振替を手続きされた方については、平成２１年度においても引き続き口座振替となりま
すので、手続きの必要はありません。

 w世帯主や配偶者の口座からのお支払いに変更した場合には、社会保険料控除は、支払った方に適用され
ます。世帯全体の所得税や住民税が減額となる場合がありますので、窓口でご相談ください。

来年度から、「年金からのお支払い」と「口座振替」の選択制となります 
 

後期高齢医療制度保険料のお支払い方法が変わります。後期高齢医療制度保険料のお支払い方法が変わります。

　平成21年４月から、原則、どなたでも、届出により年金からのお支払い（特別徴収）に代えて、
口座振替による納付（普通徴収）ができるようになりました。

該当者には案内書を送付致します 
q 現在、保険料が年金から天引きされている方。
w 平成20年度４月２日以降に加入された方については、平成21年度においては原則、特別徴収と 

なりますので手続きが必要となります。

口座振替手続きの受付について 
受付場所：国民健康保険課　後期高齢者医療窓口（本庁舎のみです。）
必要書類：被保険者証・預金通帳・通帳のお届け印鑑
受付期間：平成20年１月13日（火）〜２月２日（月）まで

【お問い合わせ】国民健康保険課（後期高齢者医療制度係）　1973－3202

　那覇空港の構想段階ＰＩパンフレットの内容に
ついて、皆様からの意見を広く募集しています。

【お問い合わせ】　
　沖縄総合事務局開発建設部那覇空港プロジェクト室
　 1 ８６６−１９０７

【ホームページ】 
　http://www.dc.ogb.go.jp/Kyoku/information/　
　　　 　 nahakuukou/index.htm

那覇空港に関する意見募集那覇空港に関する意見募集


